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当行のホームページでお取引伝票を事前に作成できます！ 

ご自宅やオフィスで伝票を事前入力 

（作成した伝票を山梨中央銀行の窓口に提出してください） 

一度作成した伝票データは保存 

して繰り返しご利用いただけます。 
 

利用申込不要 事前登録不要 ご利用手数料無料 

●当行のホームページから窓口でのお手続きに必要な伝票を作成いただけるサービスです。 

 ※ホームページ上でお取引が完結するものではございません。 

●事前にお取引伝票を作成いただくことで窓口でのお手続きがスピーディに完結します。 

●通帳の摘要欄の入力が可能です。 

   ※本サービスに限定した対応です。 

●窓口での利用申込やＩＤ・パスワードの事前登録をせずに、お客さまご自身で当行ホームページから 

 アクセスしてご利用いただけます。 

●ご来店の際は、作成した伝票とともに通帳をご持参のうえご来店ください。なお、払戻請求書には 

 お届印を押捺してください。 

ＱＲコード付伝票 
作成サービス 

詳しくは裏面をご覧ください。 

山梨中央銀行 

【アクセス方法】 

「法人・個人事業主のお客さま」画面の「QR

コード付伝票作成サービス」をクリックしてく

ださい。 

【ホームページアドレス】 

https://www.yamanashibank.co.jp/ 



ご利用申込やＩＤ・パスワード登録は不要です。
●お客さまご自身で当行ホームページにアクセスしてください。
【ホームページアドレス】https://www.yamanashibank.co.jp/

QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

●インターネットに接続できるパソコンが必要です。

●事前に伝票を作成いただくことで、窓口でのお手続き時間を

　短縮できます。

●通帳への摘要欄の入力が可能です。

（注）ホームページ上でお取引が完結するサービスではありま

　　せん。

Microsoft Internet Explorer 9以上、Microsoft Edge、
Google Chrome、Mozilla Firefox（それぞれ最新版）、
Apple Safari 11.x以上

印 刷 PDFファイル（AdobeReader７以降）

月曜日～金曜日 ９：００～１７：００
（ただし、祝日、１２/３１～１/３は除きます。）

くわしくは山梨中央銀行の窓口
またはフリーダイヤルへどうぞ ０１２０‐２０１８６２

照会コード

9

【受付時間】

お 申 込 方 法

ご 利 用 条 件 等

●本サービスは伝票作成のデータ入力にご利用いただくもので

　あり、取引手続きのためには、山梨中央銀行の本支店窓口

　へのご来店が必要となります。

●本サービスの利用をもって、対象取引のお取扱いをお約束

　するものではなく、ご依頼内容によってはお取扱いできない

　場合がございます。

●払戻の受付にあたっては、法令に基づきお取引の目的等に

　ついて告知いただくとともに、ご本人確認書類をご提示いた

　だく場合がございます。ご理解とご協力をお願いいたします。

ご 利 用 手 数 料 無料

ご 利 用 環 境
ブ ラ ウ ザ

ＱＲコード付伝票作成サービスの概要

サ ー ビ ス の 内 容
お よ び
ご 利 用 対 象

当行のホームページから伝票が作成できるサービスです。

ふれあい ハローに 

解約用払戻請求書
貯蓄預金 個人事業主・個人のお客さま

科目 取引

入金票

払戻請求書

対象者

普通預金

解約用払戻請求書

法人・個人事業主・個人のお客さま
入金内訳表（複数入金用）

入金内訳表（複数入金用）

当座預金

入金票

払戻請求書（振込専用）

法人・個人事業主のお客さま入金内訳表（複数入金用）


